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選
任

◆
選
任
第
１
号

常
任
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ

い
て

　

総
務
経
済
委
員
会
７
名
・
厚

生
文
教
委
員
会
６
名
が
選
任
さ

れ
ま
し
た
。（
最
終
ペ
ー
ジ
の

常
任
委
員
会
構
成
を
参
照
く
だ

さ
い
。）

◆
選
任
第
２
号

議
会
運
営
委
員
会
委
員
の
選
任

に
つ
い
て

　

議
会
運
営
委
員
会
委
員
が
選

任
さ
れ
ま
し
た
。（
最
終
ペ
ー

ジ
の
常
任
委
員
会
構
成
を
参
照

く
だ
さ
い
。）

◆
報
告
第
１
号

「
標
茶
町
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
」

　

各
税
項
目
に
お
い
て
関
係
法

令
改
正
に
よ
る
規
定
整
理
等
で

す
。

◆
報
告
第
２
号

「
標
茶
町
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」

　

軽
減
措
置
に
係
る
軽
減
判
定

所
得
等
の
算
定
方
法
の
変
更
と

関
係
法
令
の
改
正
に
よ
る
規
定

整
理
で
す
。

　

私
は
、
議
案
第
36
号
「
標
茶

町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
」

に
反
対
の
立
場
か
ら
討
論
を
行

い
ま
す
。

　

今
回
の
条
例
の
一
部「
改
正
」

は
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の
都

道
府
県
化
で
、
保
険
者
が
市
町

村
か
ら
北
海
道
と
市
町
村
の
共

同
運
営
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の

で
す
が
、
端
的
に
言
え
ば
保
険

税
率
の
上
昇
が
そ
の
内
容
で
あ

り
ま
す
。

　

北
海
道
の
国
保
運
営
方
針
で

は
、「
決
算
補
て
ん
等
を
目
的

と
し
た
法
定
外
一
般
会
計
繰
入

等
に
つ
い
て
、
解
消
・
削
減
す

べ
き
赤
字
と
し
て
、
段
階
的
な

解
消
に
取
り
組
む
」
と
あ
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
高
す
ぎ
る
国
民

健
康
保
険
税
を
抑
え
、
町
民
の

負
担
を
減
ら
し
国
保
税
の
値
上

げ
を
行
わ
な
い
で
来
た
町
民
の

命
と
暮
ら
し
を
守
る
本
町
の
施

策
が
、
国
保
の
都
道
府
県
化
に

よ
り
段
階
的
に
実
施
し
な
く

な
る
と
い
う
提
案
で
あ
り
ま

す
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
今
ま

で
年
平
均
約
７
，
０
０
０
万
円

の
一
般
会
計
の
法
定
外
の
繰
り

入
れ
を
７
年
間
か
け
て
段
階
的

に
や
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
年
約
１
，

０
０
０
万
円
の
国
保
税
の
住
民

負
担
が
、
７
年
間
毎
年
増
え
続

け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

国
保
に
加
入
し
て
い
る
町
民

の
約
74
％
が
３
０
０
万
円
以
下

の
所
得
階
級
で
す
。
29
年
度
の

税
額
で
は
所
得
階
級
２
５
０
万

円
～
３
０
０
万
円
以
下
の
世
帯

で
年
１
万
３
，
２
２
４
円
の
値

上
げ
に
な
り
ま
す
。
所
得
階
級

０
円
の
方
で
も
年
５
４
２
円
の

値
上
げ
に
な
り
ま
す
。
こ
の
値

上
げ
額
は
毎
年
上
が
り
続
け
ま

す
。
今
で
も
厳
し
い
生
活
の
中

で
、
命
を
守
る
最
後
の
砦
で
あ

る
国
保
税
が
値
上
が
り
に
な
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
ま

す
。

　

北
海
道
は
道
議
会
の
質
問
の

中
で
、「
法
定
外
繰
入
は
市
町

村
の
判
断
で
行
わ
れ
る
も
の｣

と
答
弁
し
て
い
ま
す
。
法
定
外

一
般
会
計
の
繰
り
入
れ
の
解
消

に
取
り
組
む
と
し
な
が
ら
、
依

然
と
し
て
国
保
税
の
決
定
権
は

市
町
村
に
あ
る
と
回
答
し
て
い

ま
す
。

　

本
町
で
は
、
町
の
独
自
の
施

策
に
よ
り
一
般
会
計
か
ら
の
法

定
外
繰
入
を
行
っ
て
き
ま
し
た

が
、
そ
れ
で
も
27
年
度
の
決
算

で
は
、
徴
収
を
あ
き
ら
め
た

い
わ
ゆ
る
不
能
欠
損
額
は
約

３
０
６
万
円
、
納
期
ま
で
に
収

め
ら
れ
て
い
な
い
い
わ
ゆ
る
収

入
未
済
額
は
前
年
度
分
ま
で
入

れ
る
と
約
５
，
７
０
０
万
円
も

あ
り
ま
す
。
改
善
さ
れ
た
と
言

え
、
27
年
度
の
納
入
率
は
84
，

１
％
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
の
中
で
、

国
保
税
の
税
率
を
上
げ
れ
ば
町

民
の
生
活
は
一
層
苦
し
く
な

り
、
収
入
未
済
額
も
増
加
す
る

と
考
え
ま
す
。
国
保
事
業
が
都

道
府
県
化
さ
れ
て
も
町
が
提
案

し
議
会
も
認
め
て
き
た
一
般
会

計
か
ら
の
法
定
外
繰
入
を
行
っ

て
き
た
本
町
の
命
と
く
ら
し
を

守
る
施
策
は
変
わ
ら
な
い
と
考

え
ま
す
。
よ
っ
て
、
私
は
本
議

案
に
反
対
の
意
見
を
述
べ
て
討

論
と
致
し
ま
す
。

　

第
一
回
臨
時
会
で
は
、
２
件

の
選
任
と
２
件
の
専
決
処
分
が

提
案
さ
れ
、承
認
さ
れ
ま
し
た
。

意見書・討論・臨時会

第
一
回
臨
時
会

第
一
回
臨
時
会

（
４
月
26
日
）

（
４
月
26
日
）

専
決
処
分

深
見　
　

迪
議
員

　

次
の
４
件
の
意
見
書
が
提
出

さ
れ
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
賛

成
少
数
で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

◆
意
見
書
案
第
８
号

オ
ス
プ
レ
イ
飛
行
訓
練
の
中
止

等
を
求
め
る
意
見
書

◆
意
見
書
案
第
９
号

核
兵
器
禁
止
条
約
の
交
渉
会
議

に
参
加
し
、
条
約
実
現
に
真
剣

に
努
力
す
る
よ
う
求
め
る
意
見

書◆
意
見
書
案
第
10
号

学
校
給
食
の
無
料
化
を
求
め
る

意
見
書

◆
意
見
書
案
第
11
号

「
共
謀
罪
」（
テ
ロ
等
準
備
罪
）

の
廃
案
を
求
め
る
意
見
書

見

書

意

討　
　

論


